
 
障害のある人の工賃水準向上のための取組指針(改訂版) 

～障害のある人の働く幸せ・働く喜びのために～ 
 

静岡県は、障害のある人が住み慣れた地域で豊かに安心して暮らすことを目指してい

ます。それを可能とするには、経済的な基盤の安定が必要ですが、事業所（※１）にお

いて生産活動（福祉的就労）をしている障害のある人は、現在の障害年金をはじめとす

る社会保障給付等による収入だけでは十分ではなく、これに加えて、その人が「働く」

ことによって得る工賃（※２）水準を向上させることが重要です。 

そのため、平成 19 年度に策定した「障害のある人の工賃水準向上のための取組指針」

を改訂し、工賃水準の向上に向けてより一層の取組を進めます。 

 

１ 指針（改訂版）の概要 

 

（１）対象事業所 

   就労継続支援Ｂ型事業所（就労継続支援Ａ型事業所、生活介護事業所、地域活動

支援センターのうち、工賃を向上するための計画を作成し、積極的な取組を行って

いる事業所を含みます。） 

（２）期間 

   平成 24 年度から平成 26 年度まで 

（３）目標 

利用者とその家族、職員、企業、地域、教育機関等、関係者全員が「幸せ」

になるユニバーサル社会 

誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう共生社会を目指して、事業所、行政は

もとより、企業、県民、地域社会、教育機関を含むすべての主体が連携･協働して、

県全体で障害のある人を支えるシステムを作ることで、障害のある人が地域で自立

した生活を送ることができる社会を目指します。 

（４）工賃水準目標額 

  平成 26 年度目標額 30,000 円（1 人１月当たり県平均） 

 H23 実績 H24 目標 H25 目標 H26 目標 

① 目 標 工 賃 月 額 13,652 円 15,000 円 20,000 円 30,000 円

②目標工賃時間額 156 円 172 円 198 円 279 円

 

（５）目標の実現に向けた各主体に期待される役割 

●企 業 事業所の活動に対する理解促進、業務や商品の発注、障害のある人が働くことへの応援 

●事業所 個性や働く力を活かした仕事づくり・魅力ある商品づくり、一般就労に向けた訓練

●県 民 障害のある人への理解と配慮、障害のある人が作る商品の購入 

●地 域 障害のある人が働くことを支える地域づくり 

●教 育 障害のある人への理解と配慮が進む教育 

●行 政 すべての主体と事業所をつなぐ取組、官公需の発注推進 

概要版 
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※１ 事業所とは･･･ 

障害のある人は、障害者自立支援法が定めるサービスとして、食事や日常生活等の介護の支援

や、就労のための訓練等を受けることができます。こうした、障害のある人へのサービスを提供

する場が「障害福祉サービス事業所」です。 

障害福祉サービス事業所のうち本指針が主な対象としているのは、一般企業等での就労が困難

な人に働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う「就労継続支援

Ｂ型事業所」です。Ｂ型事業所を利用する人は、平成 24 年 4 月 1 日現在、4,549 人です。 

 

 

 

 

 

 

※２ 工賃とは･･･ 

事業所では、下請作業や自主製品の販売で収益が生じた場合、その収益を、障害のある人に対

して「工賃」として支払うことになっています。工賃とは、「物を製作、加工する労力に対する

手間賃」の意味で、通常は収益の出る・出ないに関らず労働コストに算入されますが、事業所

の場合、一定の収益が発生した場合にのみ支払われるという点で、通常の意味での工賃とは内

容が異なります。大部分の事業所の収益は小さいので、工賃も極めて低くならざるを得ない状

況です。 
 

２ 障害のある人の工賃水準向上のための取組指針 改訂の経緯 

回次 日  時 内    容 

・工賃水準向上に向けた取組の推進状況 
平成 24 年 

第１回 ・目指すべき工賃水準 
7 月 13 日（金） 

・本指針の基本理念の確認 

・目標工賃の承認 
平成 24 年 

第２回 ・目標の実現に向けて(各主体に期待される役割)の原案承認 
7 月 26 日（木） 

・目標を実現するために（施策体系）の原案承認 

 

３ 委員（１０名）                        （敬称略） 

区分 氏名 所属 

坂本 光司 法政大学大学院政策創造研究科大学院 
学識経験者 

(会長) 静岡サテライトキャンパス長 

三谷 末光 (一社)静岡県社会就労センター協議会理事長 就労支援事業

者団体代表者 太田 秀夫 (特)静岡県作業所連合会・わ 副理事長 

中山 勝 (一財)法人企業経営研究所 常務理事 

大石人士 (一財)静岡経済研究所 理事研究部長 経営専門家 

竹村 祐輔 中小企業診断士 

産業関係者 鈴木 厚志 京丸園株式会社代表取締役 

利用者関係者 小出 隆司 静岡県手をつなぐ育成会 会長 

嘉茂 精一 静岡労働局職業安定部職業対策課長 
行政関係者 

岡本 武 静岡県市長会、静岡県町村会事務局長 
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４ 「障害のある人の工賃水準向上のための取組指針」の施策体系 

 

産業界 事業所 県民 地域 教育 行政 H24 H25 H26

１．「障害者働く幸せ創出センター」を拠点とした、すべての主体と事業所を“つなぐ”取組

（１）産業界と事業所を“つなぐ”取組の推進
①　専門スタッフの活動による、産業界から事業所への業務や商品の発注促進

ア　産業界と事業所をつなぐ専門スタッフの
各地域への配置 ○ ○

イ　産業界と事業所の連携・協働をコーディ
ネートする専門スタッフの配置 ○ ○

②　障害のある人の“働く喜び”に関する、産業界からの支援の促進

ア　障害のある人の“働く喜び”を応援する企
業の増加に向けた登録制度の広報 ○ ○

イ　事業所の活動に対する理解促進のため
の、産業界への広報 ○ ○

（２）障害のある人の“仕事創り”に向けた、すべての主体と事業所を“つなぐ”取組の推進

①　すべての主体と事業所を“つなぐ”「障害者働く幸せ創出センター」の機能強化

ア　「障害者働く幸せ創出センター」を核とし
た、作業や商品に関する情報の受発信 ○ ○ ○ ○ ○ ○

②　すべての主体と事業所を“つなぐ”取組の推進

ア　障害のある人の“働く喜び”を情報発信す
る拠点の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○

イ　すべての主体と事業所を“つなぐ”専門ス
タッフの配置 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ウ　すべての主体が参加する、障害のある人
の“働く喜び”を支える仕組みの構築 ○ ○ ○ ○ ○ ○

２．障害のある人の“働く喜び”に向けて取り組む事業所を支援する取組

（１）“働く喜び”に向けて取り組む事業所への支援

①　障害のある人の個性や働く力を活かした“仕事創り”の推進

ア　“仕事創り”に取り組む事業所の職員に
対する研修 ○ ○

イ　“魅力ある商品づくり”に取り組む事業所
の職員に対する研修 ○ ○

ウ　共同生産等の事業所間の連携をコーディ
ネートする専門スタッフの配置 ○ ○

エ　商品の付加価値向上、新商品の開発や
新事業の創出に向けた支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

②　事業所からの一般就労の推進

ア　就労に向けた通勤・生活訓練や職場実
習を支援する指導員の配置 ○ ○

イ　障害のある人の就労領域の拡大に向け
た研修 ○ ○

３．障害のある人の“働く喜び”を支援する県・市町の取組

（１）県における取組

①　県から事業所に対する業務や物品の発注（官公需）の推進

ア　発注に関する調達方針の策定及び方針
に基づく発注推進 ○

イ　「障害者働く幸せ創出センター」における
官公需受発注コーディネート ○

②　すべての主体に対する、障害のある人への理解促進のための広報・啓発

ア　「障害者働く幸せ創出センター」を活用し
た広報・啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○

イ　障害のある人の“働く喜び”への理解促進
のための広報・啓発 ○ ○ ○ ○ ○ ○

③　障害のある人の“働く喜び”を支えるための関係部局との連携

ア　障害のある人の“働く喜び”を支えるため
の連絡協力体制の構築 ○ ○ ○

イ　障害のある人への理解と配慮に向けた
教育委員会・教育機関との連携 ○ ○ ○

（２）市町における取組

①　市町から事業所に対する官公需の発注推進

ア　発注に関する調達方針の策定及び方針
に基づく発注推進 ○

②　市町における事業所の取組支援

ア　障害のある人が作る商品の販売先の確
保・拡大 ○ ○ ○ ○ ○ ○

取組スケジュール
施 策 体 系

取組主体
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５ 障害者働く幸せ創出センター 
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